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Information' s
くらしのおしらせみとよ
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行政相談をご利用くださいご意見を募集します

▲

問い合わせ　　総務課　☎73－3000　　 　
四国行政評価支局　☎087－826－0674

10
月
17
日（
月
）〜
23
日（
日
）は

行
政
相
談
週
間
で
す

　
国
の
仕
事
や
手
続

き
、
サ
ー
ビ
ス
な
ど

に
つ
い
て
苦
情
を
申

し
出
た
が
、
説
明
や

対
応
に
納
得
が
い
か
な
い
な
ど
、
困

っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
総
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
行
政

相
談
委
員
が
、
皆
さ
ん
か
ら
の
苦
情

な
ど
を
お
聞
き
し
、
問
題
解
決
の
促

進
や
行
政
運
営
の
改
善
を
図
り
ま
す
。

　
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
さ

れ
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
今
月
の
行
政
相
談
の
日
程
は
、
29

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

給付型奨学金（家計急変による）の奨学生を募集しています▲

問い合わせ　教育総務課　☎73-3130

▲

問い合わせ　総務課　☎73-3000
FAX73-3022

募集

▲

問い合わせ　福祉課　☎73-3015　厚生労働省　☎03-3595-2219
戦没者遺骨のDNA鑑定審査を実施していますお知らせ

　
令
和
4
年
4
月
か
ら
大
学
（
大
学
院
を

除
く
）
や
短
期
大
学
、
専
修
学
校
（
専
門

課
程
に
限
る
）、
高
等
専
門
学
校
（
４
・

５
年
生
に
限
る
）
に
在
学
中
の
人
を
対
象

と
し
て
、
給
付
型
奨
学
金
の
受
け
付
け
を

開
始
し
て
い
ま
す
。
意
欲
の
あ
る
学
生
た

ち
が
自
ら
の
能
力
や
適
性
に
あ
っ
た
進
路

を
自
由
に
選
択
し
、
夢
の
実
現
に
専
念
で

き
る
よ
う
応
援
し
ま
す
。

申
請
の
要
件

⑴
市
内
に
住
所
を
有
す
る
人
（
進
学
の
た

め
他
の
市
町
村
に
住
所
を
移
す
人
を

含
む
）

⑵
修
学
意
欲
が
あ
り
、
在
学
す
る
学
校
長

が
推
薦
す
る
人

⑶
家
計
急
変
な
ど
に
よ
る
経
済
的
理
由
で

修
学
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

人
選
考

　
奨
学
生
選
考
会
議
に
て
、
学
業
、
人
物
、

家
計
な
ど
総
合
的
に
判
断
し
、
奨
学
生
を

決
定
し
ま
す
。（
た
だ
し
、
市
税
を
完
納

し
て
い
る
世
帯
）

支
給

•
支
給
額
　
　
月
額
５
万
円

•
支
給
方
法
　
年
２
回（
12
月
、１
月
）

　
※
初
回
の
12
月
は
９
カ
月
分
を
口
座
振
込

募
集
期
限

　
10
月
31
日
（
月
）
当
日
消
印
有
効

申
請
書
類

　
申
請
書
は
、
教
育
総

務
課
ま
た
は
各
支
所
に

あ
り
ま
す
。

提
出
先
　
教
育
総
務
課

　
次
の
条
例
制
定
に
つ
い
て
、
市
民

の
皆
さ
ん
の
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

三
豊
市
個
人
情
報
保
護
法
施
行
条
例

資
料
閲
覧
場
所

　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
ま
た
は
総
務
課
、

　
各
支
所

意
見
の
提
出
方
法

　
メ
ー
ル
、
郵
送
ま
た
は
持
参

　
Ｆ
Ａ
Ｘ
（
送
信
後
連
絡
）

募
集
期
限

　
10
月
14
日
（
金
）
午
後
５
時
ま
で

　
※
郵
送
の
場
合
は
、
締
切
日
必
着

提
出
先

　総
務
課

▲

問い合わせ　福祉課　☎73-3015
第11回特別弔慰金の請求期限は令和５年３月31日です

戦
没
者
な
ど
の

ご
遺
族
の
皆
さ
ん
へ

　
第
11
回
特
別
弔
慰
金
の
請
求
期
限
は

令
和
５
年
３
月
31
日
（
金
）
で
す
。
期

限
を
過
ぎ
る
と
、
受
給
す
る
権
利
が
な

く
な
り
ま
す
の
で
、
早
め
に
請
求
し
て

く
だ
さ
い
。

対
象
者

•
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
の
子
、
父

母
、
孫
、
祖
父
母
、
兄
弟
姉
妹

•
戦
没
者
な
ど
と
死
亡
当
時
ま
で
引
き

続
き
１
年
以
上
の
生
計
関
係
が
あ
っ

た
親
族
（
甥
・
姪
な
ど
）

※
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
、
生
計
関

係
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
の
要
件
を
満

た
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
り
、
順

位
を
決
定
し
、
先
順
位
の
遺
族
１
人

に
支
給
し
ま
す
。

※
令
和
２
年
４
月
１
日
に
、「
恩
給
法

に
よ
る
公
務
扶
助
料
」
や
「
戦
傷
病

者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
遺

族
年
金
」
な
ど
を
受
け
て
い
る
人
が

い
る
場
合
を
除
き
ま
す
。

支
給
内
容

　
額
面
25
万
円
の
５
年
償
還
の

記
名
国
債

申
請
先
　
福
祉
課

お知らせ

▲

申し込み・問い合わせ　子育て支援課　☎73-3016

母
子
家
庭
等
自
立
支
援
給
付
金
事
業

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
や
父
が
教
育
訓
練
を
受

講
し
た
り
、
養
成
機
関
で
修
業
し
た
り
す
る
場

合
の
費
用
な
ど
を
給
付
す
る
制
度
で
す
。
給
付

金
の
支
給
に
は
、
受
講
前
に
子
育
て
支
援
課

（
母
子
・
父
子
自
立
支
援
員
）
へ
の
相
談
が
必

要
で
す
。

①
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
や
父
が
、
技
術
を
身
に

付
け
る
た
め
に
指
定
教
育
訓
練
講
座
を
受
講
し
、

修
了
し
た
場
合
に
、
そ
の
経
費
の
60
％
（
20
万

円
上
限
、
１
万
２
千

円
未
満
は
対
象
外
）

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
雇
用
保
険

法
に
基
づ
く
教
育
訓

練
給
付
金
の
支
給
を

受
け
る
こ
と
が
で
き

る
人
は
、
そ
の
支
給

額
と
の
差
額
を
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

②
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
や
父
が
、
資
格
取
得
の

た
め
、
６
カ
月
以
上
養
成
機
関
で
修
業
す
る
場

合
、
修
業
期
間
中
の
生
活
負
担
を
軽
減
す
る
た

め
に
、
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

対
象
と
な
る
資
格
や
講
座

　
看
護
師
・
准
看
護
師
、
介
護
福
祉
士
、
保
育

士
、
理
容
師
・
美
容
師
、
調
理
師
、
デ
ジ
タ
ル

分
野
な
ど
の
資
格
や
講
座
、
そ
の
他
市
長
が
定

め
る
資
格

※
対
象
講
座
や
資
格
に
つ
い
て
は
、
受
講
前
に
確
認
が

必
要
で
す
。

　母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
事
業

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
ま
た
は
父
、
児
童
、
寡

婦
※
な
ど
に
対
し
、
高
校
・
大
学
な
ど
の
入
学

資
金
や
授
業
料
、
就
職
す
る
た
め
に
必
要
な
知

識
や
技
能
の
資
格
取
得
に
必
要
な
資
金
な
ど
の

貸
付
を
受
け
付
け
ま
す
。
貸
付
ま
で
の
時
間
に

余
裕
を
持
っ
て
、
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
寡
婦
…
配
偶
者
の
い
な
い
女
性
で
、
か
つ
て
母
子
家

　
　
　
庭
の
母
で
あ
っ
た
人
お
よ
び
そ
の
子
。

ひとり親家庭のお母さんお父さんへお知らせ

高
等
職
業
訓
練
促
進

給
付
金

･
市
町
村
民
税
非
課

　税
世
帯

　
月
額
 １０
万
円

･
市
町
村
民
税
課
税

　世
帯

　
月
額
 ７
万
5
百
円

※
最
終
年
度
12
カ
月

　の
み
４
万
円
／
月

　加
算

修
業
期
間
の
全
期
間

（
上
限
4
年
）

修
業
期
間
修
了
時

･
市
町
村
民
税
非
課

　税
世
帯

　
総
額
 ５
万
円

･
市
町
村
民
税
課
税

　世
帯

　
総
額
 ２
万
５
千
円

高
等
職
業
訓
練
修
了

支
援
給
付
金

支給額支給
時期

お知らせ募集

▲資料の閲覧は
　こちらから

い
お
う
と
う

戦
没
者
遺
骨
を
ご
遺
族
の
元
へ

　
先
の
大
戦
に
よ
っ
て
海
外
や
沖
縄
で

亡
く
な
ら
れ
た
戦
没
者
の
ご
遺
骨
の
身

元
を
特
定
し
、
遺
族
の
元
へ
お
返
し
す

る
た
め
、
D
N
A
鑑
定
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

申
請
対
象
者

　
配
偶
者
、
子
、
父
母
、
孫
、
甥
・
姪
、

　
兄
弟
姉
妹
な
ど

戦
没
者
が
亡
く
な
っ
た
地
域

硫
黄
島
、
イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、

沖
縄
、
樺
太
、
旧
ソ
連
、
タ
イ
、
中

部
太
平
洋
地
域
、
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ

ア
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
、
ビ
ス
マ
ー
ク
・

ソ
ロ
モ
ン
諸
島
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ミ

ャ
ン
マ
ー
（
ビ
ル
マ
）
な
ど

鑑
定
費
用
　

　
全
額
国
負
担

申
請
方
法

　
必
要
書
類
を
提
出

申
請
先
　

　
厚
生
労
働
省

　（
平
日
午
前
9
時
30
分
〜
午
後
6
時
）

か
ら
ふ
と

▲申請書類は
　こちらから

修学意欲のある学生を応援します


